
   米子広域シルバー人材センター、緊急時の連絡先について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

  

 

 

  

  

 

🔷 🔷

   電話の際は、「会員の○○○○です」と必ず名乗っていただくようお願いします 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

７月の契約金額  

年 度 
７月実績 年度累計（４～７月） 

請 負 派 遣 計 請 負 派 遣 計 

令和５年度 18,465 3,789 22,254 64,086 15,179 79,265 
令和４年度 16,448 3,204 19,652 62,756 13,046 75,802 
対前年比(％) 112.3 118.3 113.2 102.1 116.3 104.6 

 

             会員証の発行について （※希望者に発行します）

  🔶 🔶  

     

     

  

 会員の皆様の想いを事務局だよりに掲載します。ご連絡をお待ちしています！ 
  

  

 

  

  

  

  

 

（単位：千円） 

開催場所 〇印  
 米子市シルバーワークプラザ 
 多目的ホール(米子市錦町１丁目 110)

 

  

  

  

  

   

 

  

   



 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 



  

 

  

  

 

 

 

  ９月は会場の都合により開催することができませんが、 

  １０月はキャッシュレス決済の教室を開催予定です。 

  

   

   

   

      

         

          

           

   

   

   

       

       

       

       

        

 

 

 

植栽班に入って就業していただける方を募集します！



 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

                                         

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

  

① 排 便 後 、 ブ ラ シ で 少 量 便 を 取 る

② 水 に よ る う が い を す る

③ ３ ml 程 度 の 採 血

〜

音 声 や 視 線 の 特 徴 を 病 気 の 検 査 に 活 用 で き る か を 調 べ ま す

① コ ン ピ ュ ー タ に 表 示 さ れ る 文 章 や 質 問 に 回 答 し ま す

② 言 語 の 機 能 、 目 の 動 き の 機 能 を 評 価 し ま す

  

『健康寿命をのばそう』４つの具体的アクション 
 

g  
 



 ９月の入会説明会     

            

 

  ①入会説明会 ・・・即日仮会員登録 （正会員登録は就業してから） 

    ９月１日（金）１３：３０～  ９月１５日（金）１３：３０～ 
     ※都合が悪く開催日に来られない方には、個別に入会説明を行います。  

  ②新入会員研修会 
    ９月１日（金）１４：００～  ９月１５日（金）１４：００～ 
     ※個別に入会説明を受けられた方は、直近の新入会員研修会に参加してください。 
  開催場所 米子市シルバーワークプラザ ２階多目的ホール（米子市錦町 1-110） 

年 会 費 入会初年度は 250 円×在籍月数 （翌年度以降は、年会費 3,000 円） 

 

 ９月の就業相談会  
  ９月２１日（木）１３：３０～ 米子市シルバーワークプラザ ２階会議室（米子市錦町 1-110） 

 

 ９月の配分金・派遣賃金支払日  

  ８月分は、９月２５日（月）の支払いになります。 

   【請負】 青の封筒で明細書を郵送します。   【派遣】 圧着の葉書で郵送します。 

 

令和５年度の年会費について（お知らせ） 

       

      

     

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 無届就業はやめてください  

  必ず事務局を通してから就業を行ってください 

   万が一、事務局を通さずに就業し怪我をされ、また財物に損害を与えてもシルバー保険の 

  対象となりません。また、お客様とのトラブルは全て個人で解決していただくことになります。 

  お客様から直接依頼があれば、事務局に電話をしていただくようお伝えください。 

 

 

「仕事のご案内」情報を館内に掲示しています!! 


